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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ  

（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）  
 
 
 

当社は、2025 年 2 月 13 日付の取締役会決議において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて

適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得を行う理由 

当社は、当社の主要株主である筆頭株主の Taiyo Jupiter Holdings, L.P.（以下「TJH」といいます）より、

TJH が保有する当社普通株式に関し、今後当社株式の直接保有を予定する複数の TJH の長期保有 LP 投資家に

対して現物償還（当社の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合にして約 26％）し、現物償還が困難

な LP 投資家分の保有株式（当社の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合にして約 7％）について

は現金での償還を行うため、株式を処分する意向の連絡を受けております。同社の保有する当社株式の売却に

よる株式市場における当社株式の需給への影響ならびに株主還元、資本効率等を総合的に勘案し、本自己株式

の取得を行うものであります。 

 

２．取得の内容 

（１）取得対象株式の種類 普通株式 

（２）取得し得る株式の総数 1,800,000 株（上限） 

発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 6.5% 

（３）株式の取得価額の総額 58 億円（上限） 

（４）取得期間 2025年 2月 17 日～2025年 2 月 28 日 

（５）取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け 

（６）その他 その他自己株式の取得に必要な事項の一切の決定については、代表取締

役社長 蓑輪 雅弘に一任する。 

（注）1． 市場動向等により、一部又は全部の注文の執行が行われない可能性もあります。 
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（注）2． 当社が ToSTNeT-3 による自己株式取得を決定した場合には、事前に公表したうえで実施いたしま

す。 

 

３. その他 

TJH は、当社が ToSTNeT-3 による自己株式の取得を決定した場合、これに応じる意向を示しております。ま

た、今回取得する株式はすべて消却予定です。なお、上記の TJH による現物償還のプロセスにおいて、当社の

主要株主である筆頭株主に異動が生じる見込みです。詳細は本日開示いたしました「主要株主及び主要株主で

ある筆頭株主の異動（予定）に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

（参考）2024年 6 月 30日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式を除く） 27,836,938株 

自己株式数 326,100 株 

 

      以 上 


